
報告事項 １

   請願の審査について

このことについて、別紙資料に基づき報告します。

令和３年９月２日 

総 務 課 



請 願 の 審 査 に つ い て 

請 願 件 名

請願第９号 

複数校の、200 時間／月越えの「時間外勤務をなくす」

具体的取り組みを求める請願 

請願者氏名 宮崎 邦彦 

受理年月日 令和３年８月１６日 

請 願 趣 旨

今年度、時間外勤務が月 200 時間を超える職員のいる学校が 

２校あるということである。なぜ月 200 時間を超える職員が 

いるのか、理解に苦しむところである。文部科学省も厳しい

指針を出している。すぐに改善することが求められる状況で 

あると考え、以下の点について対応を求める。 

・ 時間外勤務が月80時間を超える職員のいる学校の校長に、

理由と今後の改善策を文書で教育委員会に報告させること。 

・ 時間外勤務が月 200 時間を超える職員については、理由と 

改善策を作成、実施させ、結果を文書で校長に報告させる 

こと。 

・ タイムレコーダーの設置されていない学校、特に時間外 

勤務が月 80 時間を超える職員のいる学校については、至急

設置すること。 

教育長専決

の 理 由

今年度の教育委員会会議において審査され、不採択となった 

請願第５号及び請願第６号と同一の請願者かつ同一趣旨の請願

であるため。 

審 査 結 果 不採択 

結 果 通 知

年 月 日
令和３年８月２７日 


